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お知らせ／募集お知らせ／募集
摂津市役所
☎ 06（6383）1111（大代表）
☎ 072（638）0007（代表）

お
知
ら
せ
／

募
集

お
知
ら
せ
／

募
集

※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
在住・在勤・在学者、申込み不要

　4 月１日㈰午前９時〜
12 時に、転入・転出に関
連する窓口業務を行いま
す。詳しくは市ホームペー
ジ（市民課）をご確認くだ
さい。
問合せ　手続き希望の課へ

● 
お
知
ら
せ

ひ
と
り
親
家
庭
の

医
療
費
助
成
を
拡
大

　
４
月
か
ら
、
ひ
と
り
親
家
庭

の
医
療
費
助
成
の
対
象
者
を

「
大
学
（
短
期
大
学
を
含
む
）・

高
等
専
門
学
校・専
修
学
校（
専

門
課
程
に
限
る
）
に
在
学
す
る

₂₂
歳
到
達
ま
で
の
学
生
」と「
そ

の
学
生
を
監
護
・
扶
養
し
て
い

る
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は

母
」
に
拡
大
し
ま
す
。
※
所
得

制
限
あ
り
。

　
助
成
を
受
け
る
に
は
、
申
請

が
必
要
で
す
。

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
へ

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
へ

　
児
童
扶
養
手
当
の
₁₂
月
（
新

規
認
定
者
は
認
定
月
）
〜
３
月

分
を
、
４
月
₁₁
日
㈬
に
指
定
口

座
へ
振
り
込
み
ま
す
。
全
部
停

止
者
お
よ
び
現
況
届
未
提
出
者

は
該
当
し
ま
せ
ん
。

◎
児
童
扶
養
手
当
額
の
改
定

　
４
月
分
か
ら
次
の
と
お
り
改

定
さ
れ
ま
す（
所
得
制
限
あ
り
）。

▽
本
体
額
＝
月
額
１
万
₃₀
円
〜

４
万
２
千
５
０
０
円
▽
第
２
子

加
算
額
＝
５
千
₂₀
円
〜
１
万
₄₀

円
▽
第
３
子
以
降
加
算
額
＝

３
千
₁₀
円
〜
６
千
₂₀
円
の
範
囲

内問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
へ

引
っ
越
し
た
ら

住
民
票
を
移
し
ま
し
ょ
う

　
進
学
や
就
職
な
ど
で
転
出
し

た
人
は
、
原
則
、
現
在
住
ん
で

い
る
寮
・
ア
パ
ー
ト
な
ど
が
住

所
地
に
な
り
ま
す
。

　
住
所
の
異
動
が
あ
る
人
は
、

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
き
、

転
出
・
転
入
の
手
続
き
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　
市
民
課
へ

軽
自
動
車
税
の
納
付
に

口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　
軽
自
動
車
税
の
納
付
に
口
座

振
替（
自
動
払
込
）を
ご
利
用
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
今
年
度
か
ら
の
ご
利
用
は
、

４
月
２
日
㈪
〜
₂₇
日
㈮
に
、通

帳・届
出
印・昨
年
度
の
納
税
通

知
書
を
持
っ
て
、指
定
金
融
機

関
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
市
民
税
課
へ

固
定
資
産
の
縦
覧

　
４
月
２
日
㈪
〜
５
月
₃₁
日
㈭

２月の火災・救急件数
　★火災　　 　　　　 １件
　　　　　 （年間累計 ３件）
　★救急　　　　　　431 件
　　　　（年間累計 934 件） 

救急車を呼ぶか迷ったら、
 「救急安心センターおおさか」

＃ 7119 または 06（6582）7119
（24 時間・365 日対応）

公
平
委
員
会
委
員
に

村
山
氏
を
再
任

　
市
は
、公
平
委
員
会
委
員
の

任
期
満
了
に
伴
い
、村
山
英
昭

氏（
₇₃
歳
）を
再
任
し
ま
し
た
。

任
期
は
平
成
₃₄
年
３
月
₁₃
日
ま

で
で
す
。

問
合
せ　
同
委
員
会
事
務
局
へ

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

　
４
月
６
日
〜
₁₅
日
は
全
国
交

通
安
全
運
動
週
間
で
す
。

ス
ロ
ー
ガ
ン　
▽
行
け
る
は
ず

ま
だ
渡
れ
る
は　
も
う
危
険
▽

ぼ
く
安
心　
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

ト
に　
抱
か
れ
て
る
▽
一
杯
で

消
え
る
未
来
と　
消
せ
ぬ
罪

問
合
せ　
道
路
交
通
課
へ

犯
罪
被
害
者
電
話
相
談

　
犯
罪
の
被
害
に
遭
っ
た
人
や

家
族
、遺
族
か
ら
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。

受
付
時
間　
午
前
７
時
半
〜
午

後
₁₀
時

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０

（
７
８
３
）５
５
４

問
合
せ　
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
大

阪
被
害
者
支
援
ア
ド
ボ
カ
シ
ー

セ
ン
タ
ー
☎
₀₆（
６
７
７
１
）

７
６
０
０
へ

市
税
土
曜
電
話
納
付
相
談

　
４
月
₂₈
日
㈯
午
前
９
時
〜
₁₂

時
。
専
用
☎
₀₆(

６
３
８
３)

６
１
３
３

問
合
せ　
納
税
課
へ

● 

募
集

フ
ァ
ミ
リ
ー
フ
ァ
ー
ム

参
加
者
募
集

　

市
フ
ァ
ミ
リ
ー
フ
ァ
ー
ム

（
昭
和
園
４
番
）
で
行
う
農
業

体
験
（
指
導
付
き
）
の
参
加
者

₁₀
組
程
度
を
募
集
し
ま
す
。

期
間　

４
月
₂₉
日
㈰
〜
来
年

３
月
の
日
曜
日
（
計
₁₈
回
）

申
込
み　
産
業
振
興
課
へ
（
☎

可
・
先
着
）

生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

実
行
委
員
募
集

　

９
月
₁₅
日
㈯
に
開
催
す
る

同
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
実
行

委
員
₁₀
人
程
度
を
募
集
し
ま

す
。

申
込
み　

４
月
₂₀
日
㈮
ま
で

に
生
涯
学
習
課
へ
（
☎
可
・
先

着
）

家
庭
教
育
学
級
・
幼
児
家
庭

教
育
学
級
・
女
性
学
級

開
設
運
営
団
体
募
集

　

子
育
て
を
通
し
て
親
同
士

が
共
に
学
ぶ
「
家
庭
教
育
学

級
」「
幼
児
家
庭
教
育
学
級
」

や
、
地
域
の
女
性
同
士
が
学
ぶ

「
女
性
学
級
」
を
開
設
・
運
営

す
る
団
体
（
₁₀
人
以
上
）
を
募

集
し
ま
す
。

申
込
み　

５
月
１
日
㈫
ま
で

に
、
生
涯
学
習
課
へ
（
☎
可
・

先
着
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

〜
こ
の
指
と
ま
れ
〜

◎
使
用
済
み
切
手
整
理

　
４
月
₁₉
日
㈭
午
前
₁₀
時
〜
午

後
３
時
（
参
加
時
間
自
由
）

◎
ぞ
う
き
ん
縫
っ
て
福
祉
施
設
へ

　
４
月
₂₃
日
㈪
午
前
₁₀
時
〜
午

後
３
時
（
参
加
時
間
自
由
）

と
こ
ろ
・
問
合
せ　

ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
地
域
福
祉

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
₀₆

（
６
３
１
８
）
１
１
２
８
へ

● 

寄
附

◎
市
へ

◆
志
賀
秀
幸
さ
ん
（
正
雀
本
町

２
丁
目
）
が
２
月
７
日
、
天
体

望
遠
鏡
１
台
を
。

◎
社
会
福
祉
協
議
会
へ

◆
匿
名
で
２
月
１
日
、
現
金

６
万
円
を
。

に
、市
役
所
２
階・固
定
資
産
税

課
で
平
成
₃₀
年
度
の
固
定
資
産

（
土
地・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
）の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

必
要
な
も
の　
納
税
義
務
者
本

人
を
確
認
で
き
る
も
の

※
代
理
人
は
、委
任
状
が
必
要
。

問
合
せ　
固
定
資
産
税
課
へ

国
民
年
金
保
険
料
が
決
定

　
平
成
₃₀
年
度
の
定
額
保
険
料

は
、月
額
１
万
６
千
３
４
０
円
。

付
加
保
険
料
は
、
月
額
４
０
０

円
で
す
。
保
険
料
は
、
口
座
振

替
な
ど
の
前
納
に
よ
っ
て
割
引

き
さ
れ
ま
す
。
納
付
方
法
の

変
更
の
申
込
み
は
、
吹
田
年

金
事
務
所
☎
₀₆
（
６
８
２
１
）

２
４
０
１
へ
。

問
合
せ　
国
保
年
金
課
へ

国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
の
申
請

　
所
得
が
一
定
以
下
の
学
生
を

対
象
に
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
の
、
４

月
以
降
分
の
受
付
を
開
始
し
ま

す
。
※
日
本
年
金
機
構
に
申
請

済
み
の
人
は
不
要
。

必
要
書
類　
▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
ま
た
は
年
金
手
帳
▽
印

鑑
▽
学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明

証問
合
せ　
国
保
年
金
課
へ

野
良
猫
の

避
妊･

去
勢
手
術
を
助
成

　
市
内
の
野
良
猫
の
避
妊・
去

勢
手
術
の
費
用
の
一
部（
上
限

５
千
円
）を
助
成
し
ま
す
。※
要

捕
獲
前
相
談
。同
一
世
帯
に
５

匹
、同
一
自
治
会
に
₂₀
匹
ま
で
。

助
成
期
間　
４
月
１
日
〜
翌
年

２
月
₂₈
日（
予
算
上
限
に
達
し

た
時
点
で
終
了
）

問
合
せ　
環
境
政
策
課
へ

教
育
委
員
会
委
員
に

大
矢
氏
を
再
任

　
市
は
、教
育
委
員
会
委
員
の

任
期
満
了
に
伴
い
、大
矢
優
子

氏（
₅₁
歳
）を
再
任
し
ま
し
た
。

任
期
は
平
成
₃₄
年
３
月
₃₁
日
ま

で
で
す
。

問
合
せ　
教
育
政
策
課
へ

平成 30 年度 就学援助申請の受け付け

世帯員数 所得限度額
２人 2,592,000 円
３人 2,849,000 円
４人 3,106,000 円
５人 3,363,000 円

※世帯人数が１人増加ごと
に 25 万 7,000 円を加算

４
月
₁₁
日
水

午
前

10 時〜 11 時半 スポーツ広場（鳥飼西３）
10 時〜 11 時半 新在家公民館（新在家１）

午
後

 １ 時半〜２時 20 分 鳥飼中児童公園（鳥飼中１）
１ 時半〜２時 45 分 あいあいホール（別府１）
３ 時 10 分〜４時 昭和園第１公園（昭和園）
３ 時 15 分〜４時 第５集会所（南別府町）

₁₂
日
木

午
前

10 時〜 11 時 くぬぎ公園（鳥飼上３）
10 時〜 11 時半 安威川公民館（正雀４）
11 時 20 分〜

11 時 40 分 第 18 集会所（鳥飼上１）

午
後

１ 時半〜２時半 第 45 集会所（千里丘東２）
１ 時半〜２時 40 分 さつき公園（鳥飼本町３）
３ 時〜３時 40 分 竹の鼻ちびっこ広場（千里丘５）
３ 時〜４時 鳥飼野々公園（鳥飼野々１）

₁₃
日
金

午
前

10 時〜 11 時半 第 14 集会所（千里丘東４）

10 時〜 11 時半 別府コミュニティセンター
（別府２）

午
後

１ 時半〜２時 東一津屋公園（東一津屋）
１ 時半〜２時半 鳥山公園（庄屋１）
２ 時 20 分〜３時 第６集会所（一津屋２）
３ 時〜４時 文化ホール前（香露園）
３ 時 40 分〜４時 正雀ふれあい広場（正雀本町１）

₁₄
日
土
午
前９ 時半〜 11 時半 市役所前駐車場

飼い犬の登録と狂犬病予防注射
　下表の日程で、飼い犬登録と狂犬病予防注射を実
施します。※小雨決行・大雨のとき１週間後に順延。

問合せ　環境政策課へ
費用　▽飼い犬登録手数料＝３,000 円（登録済みの
場合は不要）▽注射料＝ 2,700 円▽注射済票交付手
数料＝ 550 円

市役所臨時開庁４/1 ㊐

　経済的理由により就学が困難な小中学生の保
護者に対し、学用品費などの就学上必要な経費の
一部を援助します。　　問合せ　子育て支援課へ
対象　市立小中学生の
保護者で、同一世帯員全
員の平成 29 年分所得
の合計額が、右表の所得
限度額以下の世帯
※ 29 年度に援助を受
けていた人も新たに申
請が必要です。
申請書の配布　市役所６階・子育て支援課および
各小中学校で※市ホームページからも取得可。
受け付け　４月６日㈮〜 16 日㈪午前９時〜午
後５時 15 分（土・日曜日を除く。11 日㈬〜 13 日
㈮は、午後７時まで）に市役所６階・601 会議室で
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／
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催
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お知らせ／募集相談
摂津市役所
☎ 06（6383）1111（大代表）
☎ 072（638）0007（代表）

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

今 月 の 各 種 相 談 ※いずれも無料

相談名 相 談 内 容 日 時 場所・問合せ

市民法律
土地、建物、金銭貸借、
相続、交通事故などの
法律問題

毎週㊊㊍午後１時 15 分〜４時 15
分（各日先着７人）

自治振興課（市役所２階）
☎ 06（6383）1357
※受付は実施日当日の午前９時
から相談終了時間の30分前（市
民法律相談は午後２時）まで。
電話可。
※外国人市民相談は窓口受付の
み。
※各相談１回 30 分まで。
※要望・苦情などの市民相談窓
口は自治振興課です。

行政 国、府、市などの業務
に対する要望など ４日㊌午後１時〜３時

登記 登記・測量の問題など ６日㊎午後３時〜５時（先着４人）
外国人

市民相談
外国人が抱えている生
活上の諸問題

▷ポルトガル語＝予約制▷中国語＝
10 日㊋午前 10 時〜 12 時

CONSULTA PARA  ESTRANGEIROS　ATENDIMENTO　EM
　QUALQUER　DIA　C/　HORA　MARCADA　POR　
TELEFONE　06（6383）1357

外国人在日本指導咨詢　第 2 周星期 2　10 時〜 12 時

税務
税理士による所得税や
相続税、贈与税などの
税務相談

17 日㊋（先着６人）
午後１時半〜４時半

自治振興課（市役所２階）
※申込みは前日までに、近畿税
理士会吹田支部☎ 06（6319）
0450 へ
問合せは市民税課へ

就労
・労働

就労全般＝㊋、労働全
般＝㊌の相談

毎週㊋㊌午後１時〜４時（17 日㊋は
コミュニティプラザに出張）

産業振興課（市役所５階）
☎ 06（6383）1362

消費生活 消費者の利益・安全に
関する苦情・要望など

毎週㊊〜㊎
午前９時〜午後 5 時 産業振興課、消費生活相談ルー

ム（市役所５階）
☎ 06（6383）2666多重債務

法律

司法書士＝㊍、弁護士
＝㊎による債務（借金）
の問題解決

▶５日㊍午後２時〜５時
▶ 20 日㊎午後１時〜４時

（要事前予約）

心配ごと 家族関係、生計、病気
などの悩みごと 毎週㊋午後１時〜３時

社会福祉協議会（地域福祉活動
支援センター内）
☎ 06（4860）6460

人権擁護 人権擁護委員による相
談

13 日㊎
午後２時〜３時半

自治振興課（市役所２階）
問合せは人権女性政策課へ

人 権
なんでも

暮らしの中で起こる人
権問題

毎週㊊〜㊎
午前 10 時〜午後４時

市人権協会（人権女性政策課・
市役所４階）
☎ 06（6383）1011

男性電話 生き方・働き方、人間
関係の悩み 25 日㊌午後１時〜４時 人権女性政策課

☎ 06（6155）9167
女性総合

（ Ｄ Ｖ 含
む）

家庭や職場、パートナー
からの暴力などの悩み
相談

▶毎週㊊㊋㊍㊏午前 10 時〜午後５
時▶第３・４㊋午後１時〜８時
※ 30 日㊊は休み

男女共同参画センターウィズ
せっつ・相談室
女性総合
☎ 06（4860）7116
法律・面接予約
☎ 06（4860）7114
※一時保育あり（乳幼児・５日
前までに要予約）

女性法律
（要予約）

女性弁護士による離婚、
相続などの法律相談

▶ 10 日㊋午後２時〜４時 40 分
▶ 24 日㊋午後５時〜７時 40 分

女性面接
（要予約）

女性カウンセラーによ
る心の悩みのカウンセ
リング

▶３日㊋午後１時〜４時 50 分
▶ 12 日㊍・26 日㊍
午前 10 時〜 12 時 50 分
▶ 17 日㊋午後３時〜７時 50 分

職　種 ①職務内容②任用期間③勤務時間④賃金⑤通勤手当
⑥資格（必要な場合）⑦申込み

保育士
（10 人程度：臨時
職員）

①市立各保育所で保育業務②４月１日から最長１年
間③平日午前９時〜午後５時半、土曜日（月１回程
度）午前９時〜 12 時 15 分④日額 9,500 円⑤上限
月 25,000 円（各種条件あり）⑥保育士資格を持つ人
⑦写真付き履歴書、資格証の写しを市役所６階・こど
も教育課へ持参または郵送

幼稚園教諭
（２人：臨時職員）

①市立各幼稚園で業務②４月１日から最長１年間③
平日午前 8 時半〜午後４時半④日額 8,500 円⑤上
限月 25,000 円（各種条件あり）⑥幼稚園教諭免許を
持つ人⑦写真付き履歴書、免許状の写しを市役所６
階・こども教育課へ持参または郵送

臨時職員募集市 役 所 

※郵送での申込みは〒 566-8555（住所不要）担当課まで。

保育士・幼稚園教諭
臨時職員登録を募集
　市では、保育士・幼稚園教諭
を任用する必要が生じたとき
に、登録していた人の中から条
件に合う人を選考し任用する

「臨時職員登録」を実施してい
ます。※短期勤務の登録も可。
応募方法　写真付き履歴書お
よび保育士証または幼稚園教
諭の資格証の写しを市役所６
階・こども教育課へ持参または
郵送
問合せ　こども教育課へ

市内公共施設６カ所で
証明書の取次サービス実施中
　公共施設の窓口で証明書の交付申請
を受け付け、後日、同窓口で証明書を
お渡しする「取次サービス」を実施し
ています。
※お渡しまで原則２〜５日かかります
ので、お急ぎの場合は、市役所１階・
市民課までお越しください。
取次施設　▽コミュニティプラザ▽別
府コミュニティセンター▽安威川公民
館▽千里丘公民館▽新鳥飼公民館▽味
生公民館
取扱時間　平日午前９時〜 12 時（休
館日を除く）

取り扱う証明書 必要なもの
①住民票の写し 本人確認書類
②印鑑登録証明書 印鑑登録証
※①は、本人または同一世帯の人のみ
利用可（代理人不可。同住所でも別世
帯の場合は不可）
問合せ　市民課へ

平成 30 年度から
国民健康保険制度が変わります
　現在の国民皆保険を維持するために、国民健康保険制
度の仕組みが変わります。
　これまでの市町村ごとの運営から、都道府県と市町村
との共同運営とすることで、制度の安定化を図ります。

●変わること
▽保険証は 11 月の一斉更新から新しい様式となり、1

年更新となります
▽高額療養費の多数回該当については、府内転居で世帯

の継続性が保たれている場合に該当回数を引き継ぐこ
とができます

▽ 40 歳以上の被保険者に対して、新たに人間ドック費
用助成が始まります

▽保険料は府内統一の保険料に、各種減免については府
内共通の基準となります。ただし、激変緩和措置を設
け、段階的に移行します

●変わらないこと
▽各種申請や届出、保険料の納付先の窓口はお住まいの

市町村です
▽保険料のお支払いは今までどおり 10 期です
▽平成 30 年度保険料については、これまでどおり 6 月

中旬に加入者へ通知します
問合せ　国保年金課へ


